
乳房用デジタルＸ線撮影装置他保守業務委託仕様書 

 

１ 目的 

  本件は、乳房用デジタルＸ線撮影装置他に係る業務について、専門的な知識と技

能を有する受注者へ委託することにより、医療機器の機能を適切に維持管理し、も

って市立病院における患者サービスの一層の向上に寄与することを目的とする。 

 

２ 委託期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

３ 履行場所 

川崎市川崎区新川通１２－１ 川崎市立川崎病院 

 

４ 保守業務対象機器 

（１） 乳房用デジタルＸ線撮影装置 Senographe Pristina（3D） 

ア X 線撮影部 

イ フラットパネルディテクタ 

ウ 操作コンソール 

エ システムソフト、アプリケーションソフト等ソフトウエア一式 

（２） マンモビューア 

ア サーバー兼クライアント機  Precision T7820   １式 

イ クライアント機       Precision T5820   ２式 

（３） 医療被ばく線量管理システム AMDS 青龍 

 

５ 受注者が備える条件 

（１） 受託業務の責任者として、相当な知識を有し、医療器械の保守点検業務に関

し、３年以上の経験を有する者を有すること。 

（２） 従事者として、医療器械の保守点検業務を行うために必要な知識及び技能を

有する者を有すること。 

（３） 次の事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。 

ア 保守点検の方法 



イ 点検記録 

（４） 次に掲げる事項を記載した業務案内書を、常備していること。 

ア 保守点検の方法 

イ 故障時の連絡先及び対応方法 

ウ 業務の管理体制 

（５） 従事者に対して、適切な研修を実施していること。 

 

６ 保守内容 

（１） 定期点検 

定期点検については、契約期間内に年１回を定め、技術員を派遣して、その

機器の正常な使用に必要な機能試験、動作確認、状態のチェック、清掃・点検・

調整等を行うこと。 

適切に点検や必要な定期部品の交換が実施されていないことが確認された場

合には、発注者の指示に基づき、速やかに対応すること。 

（２） 障害対応業務 

機器に故障や異常が発生したときは、速やかに技術員を派遣し修理を行い、

機能を回復させること。 

（３） 精度管理 

日本乳がん検診精度管理中央機構の定めている基準に則った精度管理を年２

回行い、データを技師担当者に提供すること。 

（４） その他 

ア 本契約は、フルメンテナンス（Ｘ線管、フラットパネルディテクタ、乳房

画像読影ワークステーションシステム、線量管理統計システムを含む。）とし、

ライセンス等の費用を含むものとする。 

イ 点検業務は発注者と日程を協議のうえ、行うこととする。 

ウ 点検に必要な消耗品・交換部品については、受注者負担とする。 

エ 定期交換部品以外の交換部品については、受注者負担とする。 

オ 緊急時の人件費、交換部品費等の工賃は、受注者負担とする。 

カ 定期点検、障害対応業務を終了したときは、報告書を提出することとする。 

 

７ その他 



（１） 本仕様書に記載のない事項に関して、疑義が生じた場合には、双方協議のう

え決定する。 

（２） 委託料について、受注者は、業務報告書の確認を受けた後、発注者の指定す

る方法により請求するものとする。 

（３） 保守点検料の支払いについては、契約期間完了後に発注者の指定様式を用い

て支払う。 


